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〔
刑

訴

ロ半

ロ伊

研

究

三
〕

昭
和
五
〇
・
3

一
、
実
質
的
に
処
罰
さ
れ
た
余
罪
と
隔
事
不
再
理
の
効
カ

ニ
、
余
罪
と
し
て
実
質
的
に
処
罰
さ
れ
た
た
め
に
生
じ
た
旧
事
不
再
理
の
効

力
は
そ
の
余
罪
と
科
刑
上
隅
罪
の
関
係
に
あ
る
他
の
罪
に
及
ぶ
か

　
大
阪
高
等
裁
判
所
昭
和
五
〇
年
八
月
二
七
日
判
決
（
昭
和
五
〇
年
⑤
第
三
七
六
号
、

　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
違
反
、
器
物
損
壊
被
告
事
件
、
破
棄
自

　
判
）
高
裁
集
二
八
巻
三
号
三
二
一
頁
。

　
（
事
案
の
概
要
）

　
本
件
判
決
は
、
昭
和
四
八
年
コ
月
二
八
日
大
阪
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
廃
棄
物
の

　
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
廃
棄
法
と
称
す
る
）
一
四
条
一
項
．
同
二

　
五
条
及
び
消
防
法
一
〇
条
一
項
・
同
四
一
条
一
項
二
号
違
反
の
罪
に
よ
り
懲
役
一
〇

　
月
及
び
罰
金
一
〇
万
円
に
処
せ
ら
れ
、
昭
和
四
九
年
五
月
一
一
日
に
確
定
し
た
裁
判

　
（
以
下
甲
事
件
と
呼
ぶ
）
の
う
ち
、
余
罪
と
し
て
こ
れ
と
併
せ
て
実
質
上
審
判
さ
れ

　
た
廃
棄
法
一
六
条
一
項
、
同
二
七
条
違
反
の
八
回
に
亘
る
不
法
投
棄
の
う
ち
一
回
に

　
つ
い
て
京
都
地
方
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た
事
件
（
以
下
乙
事
件
と
呼
ぶ
）
の
控
訴
審

　
判
決
で
あ
る
。

　
事
件
の
経
過
を
略
記
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
昭
和
四
八
年
四
月
　
　
　
　
被
告
人
1
、
Y
と
事
件
を
共
謀
し
H
市
に
住
居
を
移
す
。

　
同
四
八
年
五
月
　
　
　
　
　
1
・
Y
両
名
、
自
宅
近
く
に
廃
油
投
棄
用
の
穴
を
掘
る
。

　
同
四
八
年
五
月
中
旬
　
　
　
A
油
槽
所
か
ら
二
〇
回
に
亘
り
廃
油
計
一
六
万
二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
リ
ッ
ト
ル
を
引
き
取
り
．
右
穴
に
六
万
二
〇
〇
〇
リ

判
例
　
研
　
究

同
四
八
年
五
月
二
二
日

同
四
八
年
五
月
一
四
目

同
四
八
年
五
月
中
～
下
旬

同
四
八
年
五
月
二
五
日

同
四
八
年
六
月
七
日

　
　
　
　
甲
事
件
で
ー
が
起
訴
さ
れ
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
消
防
法
一
〇
条
一
項
、

　
　
　
　
　
　
　
　
廃
棄
法
一
六
条
一
項
、

署
に
お
い
て
取
り
調
べ
ら
れ
、

が
、
起
訴
は
な
さ
れ
な
か
つ
た
。

棄
に
関
す
る
証
拠
書
類
に
つ
い
て
も
証
拠
調
が
な
さ
れ
、

事
由
の
と
こ
ろ
で
廃
油
不
法
投
棄
の
所
為
に
ふ
れ
、

ト
ル
の
廃
油
を
用
水
路
、
第
三
者
所
有
地
内
の
貯
炭
場
、

に
投
棄
す
る
な
ど
し
て
著
し
い
汚
染
を
招
き
幸
い
火
災
な
ど
の
事
態
の
発
生
に
至
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
（
一
〇
五
七
）

同
四
八
年
一
一
月
二
八
日

同
四
九
年
五
月
一
一
日

と
こ
ろ
で
、

に
よ
る
無
許
可
営
業
、

貯
蔵
の
点
で
あ
つ
て
、

ヅ
ト
ル
を
貯
蔵
。

K
町
水
道
管
敷
設
工
事
現
場
に
九
〇
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
を

投
棄
、
水
道
管
を
汚
染
す
る
。

K
町
水
道
建
設
事
務
所
長
よ
り
不
法
投
棄
の
届
出
が
K

警
察
署
に
な
さ
れ
る
。

残
り
の
廃
油
九
万
一
〇
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
を
七
回
に
亘
り

投
棄
。

H
警
察
に
ょ
り
、
1
逮
捕
。

K
町
水
道
建
設
事
務
所
長
よ
り
K
署
に
告
訴
が
な
さ
れ

る
。大

阪
地
裁
判
決
（
甲
事
件
・
有
罪
）
。

右
甲
事
件
裁
判
確
定
。

　
　
　
　
　
　
　
廃
棄
法
一
四
条
一
項
、
同
二
五
条

　
　
　
　
　
　
　
　
同
四
一
条
一
項
二
号
の
危
険
物

　
　
　
　
　
　
　
同
二
七
条
の
不
法
投
棄
の
点
は
、
H

　
司
法
警
察
員
に
対
す
る
供
述
調
書
ま
で
作
成
さ
れ
た

　
　
し
か
し
、
大
阪
地
裁
で
の
審
理
中
、
右
の
不
法
投

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
に
、
判
決
中
の
量
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
…
…
さ
ら
に
約
一
〇
万
リ
ヅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
街
地
の
マ
ン
ホ
ー
ル
等



　
判
例
　
研
　
究

な
か
つ
た
も
の
の
附
近
住
民
に
多
大
の
衝
撃
を
与
え
汚
染
処
理
に
莫
大
な
費
用
の
投

入
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
な
ど
不
法
の
限
り
を
つ
く
し
た
も
の
で
…
…
世
論
に
挑
戦
す

る
も
の
と
し
て
そ
の
責
任
は
極
め
て
重
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
あ
え
て
そ
の
刑
を

猶
予
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
認
め
た
』
実
質
上
処
罰
す
る
趣
旨
で
量
刑
に
掛
酌
し
前

記
実
刑
判
決
を
下
し
た
。

一
方
、
乙
事
件
で
は
、
昭
和
四
八
年
五
月
二
二
日
の
九
〇
〇
〇
リ
ヅ
ト
ル
の
不
法
投

棄
（
こ
れ
は
、
甲
事
件
で
証
拠
調
が
な
さ
れ
た
八
回
に
亘
る
不
法
投
棄
の
う
ち
の
一

回
で
あ
る
）
と
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
水
道
管
損
壊
に
よ
る
器
物
損
壊
と
が
起
訴
さ

れ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
京
都
地
裁
は
有
罪
判
決
を
下
し
た
。

そ
こ
で
、
弁
護
人
か
ら
「
原
判
決
は
被
告
人
が
廃
油
を
不
法
投
棄
し
て
水
道
管
を
損

壊
し
た
と
い
う
観
念
的
競
合
の
罪
に
つ
き
有
罪
判
決
を
し
た
が
、
被
告
人
は
さ
ぎ
に

原
判
決
掲
記
の
確
定
裁
判
の
際
に
本
件
犯
行
に
つ
い
て
の
証
拠
を
も
併
せ
取
り
調
べ

ら
れ
た
う
え
本
件
犯
行
の
存
在
の
故
に
重
く
量
刑
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件

公
訴
は
憲
法
三
九
条
に
違
反
し
公
訴
権
の
濫
用
と
し
て
公
訴
棄
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ

つ
た
か
或
は
確
定
裁
判
を
経
た
も
の
と
し
て
免
訴
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
の
で
、
原

判
決
は
法
令
の
解
釈
適
用
を
誤
り
破
棄
を
免
が
れ
な
い
」
と
の
控
訴
趣
意
書
及
び
同

補
充
書
が
提
出
さ
れ
た
。

（
判
旨
）

破
棄
自
判
。

「
…
…
右
確
定
判
決
の
審
理
に
お
い
て
は
そ
の
公
訴
犯
罪
事
実
た
る
無
免
許
の
廃
棄

物
収
集
業
を
営
ん
だ
事
実
及
び
危
険
物
貯
蔵
の
事
実
に
つ
い
て
の
証
拠
の
ほ
か
に
犯

情
の
証
拠
と
し
て
前
後
八
回
の
不
法
投
棄
の
具
体
的
事
実
を
認
め
る
に
足
る
自
供
調

書
と
補
強
証
拠
と
が
取
り
調
べ
ら
れ
た
う
え
…
…
量
刑
欄
の
説
示
と
な
つ
た
こ
と
に

徴
す
る
と
、
大
阪
地
方
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
な
か
つ
た
前
後
八
回
の
不
法
投
棄
の
事

実
が
量
刑
の
た
め
の
一
情
状
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
概
括
的
で

あ
る
に
せ
よ
実
質
上
こ
れ
を
処
罰
す
る
趣
旨
で
認
定
さ
れ
量
刑
の
資
料
と
し
て
考
慮

さ
れ
持
に
執
行
を
猶
予
す
べ
か
ら
ざ
る
事
情
と
し
て
参
酌
さ
れ
て
重
い
刑
を
科
さ
れ

八
○
　
　
（
一
〇
五
八
）

た
と
い
う
ほ
か
な
く
、
か
か
る
場
合
に
は
右
大
阪
地
方
裁
判
所
の
確
定
判
決
の
既
判

力
は
と
も
角
と
し
て
被
告
人
の
た
め
の
二
重
の
危
険
と
し
て
の
一
事
不
再
理
の
効
力

は
廃
棄
物
不
法
投
棄
の
事
実
に
も
及
ぶ
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
、
さ
ら

に
、
「
既
判
力
な
い
し
一
事
不
再
理
の
効
力
は
同
時
審
判
の
可
能
性
の
故
に
訴
因
を

超
え
て
公
訴
事
実
全
体
に
及
ぶ
と
解
さ
れ
る
丈
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
偶
々
確
定
裁

判
に
お
い
て
余
罪
と
し
て
認
定
さ
れ
量
刑
に
考
慮
さ
れ
た
事
実
に
も
一
事
不
再
理
の

効
力
が
及
ぶ
と
解
す
べ
き
場
合
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
事
実
と
科
刑
上
一
罪
の
関
係
に

あ
る
事
実
で
も
凡
そ
同
時
審
判
の
可
能
性
は
あ
り
え
な
い
以
上
こ
れ
に
ま
で
一
事
不

再
理
の
効
力
が
及
ぶ
と
解
す
べ
き
根
拠
は
な
く
そ
の
可
罰
的
評
価
ま
で
も
不
問
に
付

さ
れ
て
然
る
べ
き
理
は
さ
ら
に
無
い
筈
で
あ
る
。
従
つ
て
、
確
定
判
決
の
一
事
不
再

理
の
効
力
は
結
局
原
判
決
確
定
の
本
件
公
訴
事
実
の
う
ち
廃
棄
物
不
法
投
棄
の
点
に

は
及
ん
で
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
器
物
損
壊
の
点
に
は
及
ん
で
い
な
い
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
た
。

（
評
釈
）

　
判
旨
に
反
対
。

　
幽
、
本
件
判
決
を
評
釈
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
e
余
罪
を
事
実
上
処
罰
す
る

趣
旨
で
量
刑
に
斜
酌
す
る
こ
と
の
可
否
、
⇔
余
罪
を
量
刑
に
勘
酌
し
た
場
合
一

事
不
再
理
の
効
力
を
余
罪
に
つ
い
て
も
及
ぽ
し
う
る
か
、
さ
ら
に
⑫
そ
の
余
罪

と
科
刑
上
一
罪
の
関
係
に
あ
る
他
の
余
罪
に
は
、
そ
の
一
事
不
再
理
の
効
力
は

及
ば
な
い
の
か
、
の
三
点
が
問
題
と
さ
れ
よ
う
。

　
二
、
余
罪
は
、
刑
事
訴
訟
手
続
上
、
同
一
の
被
疑
者
、
被
告
人
に
つ
い
て
被

疑
事
実
ま
た
は
公
訴
事
実
か
ら
み
て
後
に
こ
れ
と
同
時
審
判
さ
れ
る
可
能
性
の

あ
る
犯
罪
事
実
を
い
う
。
従
つ
て
、
余
罪
に
は
実
体
法
上
、
本
来
の
一
罪
や
科

刑
上
一
罪
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
が
含
ま
れ



る
。
本
件
に
お
い
て
公
訴
事
実
と
さ
れ
た
も
の
は
、
廃
油
処
理
の
無
許
可
営
業

と
消
防
法
違
反
の
罪
で
、
余
罪
は
、
実
体
法
上
そ
れ
と
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る

廃
油
の
不
法
投
棄
と
器
物
損
壊
罪
（
両
者
は
観
念
的
競
合
）
で
あ
る
。

　
さ
て
、
余
罪
を
量
刑
上
考
慮
し
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
上
明

文
の
規
定
は
存
し
な
い
。
そ
こ
で
、
学
説
・
判
例
は
積
極
説
・
消
極
説
・
二
分

説
が
主
張
さ
れ
る
。

　
積
極
説
は
、
量
刑
と
は
、
裁
判
所
が
犯
罪
の
具
体
的
当
罰
性
を
評
価
し
て
処

断
刑
の
範
囲
内
で
宣
告
刑
を
決
定
す
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ

の
基
準
と
な
る
資
料
に
は
、
違
法
性
・
有
責
性
に
影
響
を
与
え
る
あ
ら
ゆ
る
事

情
が
含
ま
れ
る
と
解
し
、
余
罪
も
ま
た
量
刑
に
あ
た
つ
て
の
一
資
料
と
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
犯
罪
事
実
を
犯

罪
事
実
と
し
て
証
明
す
る
に
は
証
拠
が
足
り
な
い
よ
う
な
場
合
、
脱
法
的
に
量

刑
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
消
極

説
が
主
張
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
体
法
上
、
法
定
刑
の
幅
が
広
く
、
人
格
責

任
追
及
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
う
え
に
、
英
米
法
の
よ
う
な
二
事
件
一
審
判
の

原
則
』
を
採
用
せ
ず
、
刑
法
で
併
合
罪
の
規
定
（
刑
法
四
五
条
以
下
）
を
存
置
し

同
一
犯
人
の
数
罪
を
同
時
に
処
罰
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
わ
が
国
で
は
、

余
罪
を
情
状
の
証
拠
と
し
て
量
刑
に
掛
酌
す
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
不
当
な
こ
と

　
　
（
2
）

で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
余
罪
を
量
刑
の
た
め
の
一
情
状
と
し
て
斜
酌
す
る
ば
あ

い
と
、
余
罪
を
事
実
と
し
て
認
定
し
、
実
質
上
こ
れ
を
処
罰
す
る
趣
旨
で
量
刑

に
資
料
と
し
て
斜
酌
し
、
こ
れ
に
よ
り
被
告
人
を
重
く
処
罰
す
る
ば
あ
い
と
に

分
け
て
、
前
者
の
ば
あ
い
は
許
さ
れ
る
が
、
後
者
の
ば
あ
い
は
許
さ
れ
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

す
る
二
分
説
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
説
は
、
第
一
の
ば
あ
い
に
は
、
被
告
人

　
　
　
判
　
例
研
　
究

の
「
悪
性
格
立
証
の
た
め
」
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
量
刑
の
本
質
が
裁

（
4
）

量
で
あ
る
な
ら
こ
の
よ
う
な
余
罪
の
掛
酌
を
違
法
と
す
る
理
由
は
見
い
出
し
え

な
い
と
し
、
一
方
、
第
二
の
ぽ
あ
い
に
は
、
不
告
不
理
の
原
則
に
反
す
る
ば
か

り
で
な
く
（
従
つ
て
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
）
、
通
説
に
よ
れ
ば
量
刑
の
資
料
と

し
て
証
拠
を
採
用
す
る
ば
あ
い
は
犯
罪
事
実
を
証
明
す
る
ば
あ
い
と
異
な
り
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

由
な
証
明
で
よ
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
実
質
的
に
犯
罪
事
実
を

自
由
な
証
明
で
証
明
す
る
こ
と
に
な
り
、
刑
事
訴
訟
法
三
一
七
条
の
証
拠
裁
判

主
義
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
う
え
、
余
罪
が
自
白
の
み
で
あ
る
場
合
に
は
、

補
強
証
拠
を
要
求
す
る
憲
法
三
八
条
三
項
、
刑
訴
法
三
一
九
条
二
項
、
三
項
の

制
約
を
潜
脱
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
余
罪
が
後
に
起
訴
さ
れ
な
い
と
い
う
保
障

は
何
も
な
く
、
も
し
そ
の
余
罪
が
後
日
起
訴
さ
れ
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
場
合

に
は
二
重
の
危
険
の
禁
止
の
原
則
を
宣
言
し
た
憲
法
三
九
条
に
違
反
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
な
る
と
主
張
す
る
。

　
思
う
に
、
積
極
説
に
よ
る
と
、
前
述
の
ご
と
く
有
罪
と
な
し
え
な
い
犯
罪
事

実
を
事
実
上
処
罰
す
る
こ
と
を
認
め
る
点
で
不
告
不
理
の
原
則
に
反
し
被
告
人

に
不
利
と
な
り
妥
当
で
は
な
い
し
、
消
極
説
は
量
刑
の
適
正
な
運
用
を
図
る
に

充
分
で
は
な
い
点
で
疑
問
が
残
る
。
従
つ
て
二
分
説
を
原
則
的
に
正
し
い
と
考

え
る
が
、
二
分
説
は
、
情
状
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
余
罪
と
事
実
上
処
罰
さ

れ
る
趣
旨
で
用
い
ら
れ
る
余
罪
と
を
明
確
に
区
分
で
き
な
い
と
い
う
難
点
を
有

　
　
（
7
）

し
て
い
る
。
立
法
論
的
に
は
、
犯
罪
事
実
認
定
の
段
階
と
量
刑
の
段
階
と
を
分

け
る
こ
と
が
よ
い
と
考
え
る
が
、
解
釈
上
い
く
つ
か
の
要
件
の
も
と
で
余
罪
を

情
状
の
証
拠
と
し
て
量
刑
に
斜
酌
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
思
う
。
即
ち
、
第

一
に
、
訴
訟
指
揮
の
一
場
面
と
し
て
、
余
罪
を
情
状
証
拠
と
し
て
扱
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
（
一
〇
五
九
）



　
　
　
　
判
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明
ら
か
に
し
て
一
応
の
事
実
認
定
が
終
了
し
た
段
階
で
取
り
調
べ
る
こ
と
、
第

二
に
、
被
告
人
か
ら
情
状
証
拠
と
し
て
取
り
調
べ
る
こ
と
に
対
し
て
異
議
が
提

出
さ
れ
た
と
き
に
は
情
状
証
拠
と
し
て
取
り
調
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す

る
、
第
三
に
、
公
判
調
書
に
立
証
趣
旨
を
明
確
に
記
載
す
る
（
刑
訴
規
則
四
四
条

一
項
一
二
号
）
こ
と
に
よ
つ
て
余
罪
が
情
状
証
拠
と
し
て
斜
酌
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
（
8
）

と
が
確
認
さ
れ
る
、
第
四
に
、
判
決
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
量
刑
相
場
」
を
著

し
く
超
え
て
量
刑
が
な
さ
れ
た
場
合
、
量
刑
不
当
と
し
て
控
訴
理
由
と
な
り
う

る
（
刑
訴
法
三
八
一
条
）
ほ
か
、
余
罪
を
犯
罪
事
実
と
し
て
処
罰
す
る
目
的
で
あ

る
と
し
て
審
判
の
請
求
を
受
け
な
い
事
件
に
つ
い
て
判
決
し
た
こ
と
と
し
て
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

対
的
控
訴
理
由
（
刑
訴
法
三
七
八
条
三
号
）
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
、
第
五
に
、
こ

れ
ら
の
場
合
、
余
罪
に
も
法
律
上
、
事
実
上
同
時
審
判
の
可
能
性
の
認
め
ら
れ

る
場
合
、
一
事
不
再
理
の
効
力
が
及
ぶ
と
考
え
る
。

　
本
件
判
決
は
、
余
罪
を
量
刑
に
斜
酌
す
る
こ
と
を
認
め
た
京
都
地
裁
の
判
決

を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
積
極
説
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
点
、
前
記
の
ご
と
く
疑
問
で
あ
る
。

　
三
、
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
量
刑
に
斜
酌
さ
れ
た
余
罪
に
つ
い
て
新
た

に
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
の
可
否
、
即
ち
、
余
罪
に
一
事
不
再
理
の
効
力
は
及

ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
は
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
囲
の
問
題
で
あ
る
。

　
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

同
一
性
の
範
囲
に
及
ぶ
と
す
る
も
の
と
、
必
ず
し
も
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

一
性
の
範
囲
に
は
限
ら
れ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
囲
を
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
（
一
〇
六
〇
）

範
囲
で
考
え
る
立
場
は
、
一
事
不
再
理
の
効
力
を
実
体
的
確
定
力
の
対
外
的
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

力
、
即
ち
、
既
判
力
の
一
作
用
と
す
る
説
（
以
下
、
実
体
的
確
定
力
説
と
呼
ぶ
）

と
、
一
事
不
再
理
の
効
力
を
実
体
的
確
定
力
か
ら
切
り
離
し
、
憲
法
三
九
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

い
う
「
二
重
の
危
険
の
禁
止
」
の
効
力
に
よ
る
と
す
る
説
（
以
下
、
二
重
の
危
険

説
と
呼
ぶ
）
の
二
つ
の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
実
体
的
確
定
力
説
は
、
公
訴
不
可
分
の
原
則
ま
た
は
審
判
不
可
分
の
原
則
を

認
め
、
公
訴
の
効
力
は
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
に
つ
い
て
生
ず

る
と
し
、
審
判
の
対
象
に
つ
い
て
、
現
実
的
な
審
判
の
対
象
は
訴
因
で
あ
る
が
、

潜
在
的
な
審
判
の
対
象
は
公
訴
事
実
で
あ
る
と
考
え
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
・

同
一
性
の
範
囲
に
つ
い
て
は
審
判
の
法
律
的
可
能
性
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
従

つ
て
一
事
不
再
理
の
効
力
も
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
に
及
ぶ
と

（
1
4
）

す
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
住
居
侵
入
、
強
姦
（
牽
連
犯
）
で

強
姦
に
つ
い
て
告
訴
が
な
い
と
き
、
法
律
上
審
判
の
可
能
性
は
な
い
の
で
あ
り
、

一
事
不
再
理
の
効
力
は
及
ば
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
両
者
は
科
刑
上
一
罪
の
関

係
に
あ
る
（
公
訴
事
実
の
単
一
性
が
あ
る
）
と
い
う
こ
と
で
一
事
不
再
理
の
効
力

を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら

は
、
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
余
罪
を
実
質
的
に
処
罰
し
た
も
の
と
み
と
め
ら
れ
る

と
き
は
、
そ
の
余
罪
の
事
実
に
も
当
然
に
判
決
の
実
体
的
確
定
力
（
一
事
不
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

理
の
効
力
）
が
及
ぶ
も
の
と
解
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
公
訴
提
起
が
な
か
つ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
余
罪
に
つ
い
て
も
事
実
上

訴
訟
係
属
が
生
じ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
上
訴
審
で
そ

れ
が
発
見
さ
れ
れ
ば
そ
の
部
分
に
つ
い
て
公
訴
棄
却
を
言
い
渡
す
べ
き
で
あ
る

し
、
も
し
、
そ
の
ま
ま
確
定
す
れ
ば
、
判
決
の
効
力
は
当
然
に
余
罪
の
部
分
に



ま
で
及
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
翻
つ
て
考
え
て
み
る
に
、
本
件

事
案
に
お
い
て
は
、
余
罪
と
さ
れ
る
不
法
投
棄
は
、
無
許
可
営
業
、
消
防
法
違

反
と
は
実
体
法
上
併
合
罪
の
関
係
に
あ
り
、
そ
の
点
で
、
公
訴
事
実
の
同
一
性

の
範
囲
に
は
な
い
の
で
あ
り
、
法
律
上
審
判
の
可
能
性
は
な
く
、
一
事
不
再
理

の
効
力
も
及
ば
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
件
で
は
余
罪

に
つ
い
て
は
公
判
で
証
拠
調
は
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
律
上
審
判
の
可

能
性
は
な
く
と
も
、
事
実
上
審
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
団

藤
判
事
の
い
わ
れ
る
「
事
実
上
訴
訟
係
属
は
あ
つ
た
」
の
で
あ
り
、
一
事
不
再

理
の
効
力
を
認
め
る
の
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
が
、
一
事
不
再
理
の
効
力

は
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
に
及
び
か
つ
そ
の
範
囲
し
か
及
ば
な

い
と
す
る
立
場
か
ら
何
故
併
合
罪
た
る
犯
罪
事
実
に
一
事
不
再
理
の
効
力
が
及

ぶ
と
す
る
の
か
、
そ
の
説
明
に
疑
問
が
な
く
は
な
い
。

　
一
方
、
二
重
の
危
険
説
は
、
一
事
不
再
理
の
効
力
は
、
裁
判
の
存
在
に
基
づ

く
効
力
の
対
外
的
効
力
と
し
て
と
ら
え
、
公
訴
の
効
力
は
訴
因
に
つ
い
て
生
じ
、

従
つ
て
審
判
の
対
象
も
訴
因
で
あ
る
と
す
る
が
、
一
事
不
再
理
の
効
力
が
、
訴
因

を
こ
え
て
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
に
及
ぶ
の
は
、
刑
訴
法
一
三
二

条
一
項
が
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
範
囲
内
で
訴
因
を
変
更
し
て
審
判
を
受
け

る
可
能
性
を
付
与
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
範
囲
で
検
察
官
に
は
同
時
訴
追
義
務

　
　
　
　
　
　
（
16
）

が
あ
る
と
す
る
立
場
や
一
事
不
再
理
の
効
力
は
、
被
告
人
が
実
質
的
に
危
険
に

さ
ら
さ
れ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
の
直
接
の
効
果
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
、
刑

訴
法
一
三
二
条
一
項
に
よ
り
、
検
察
官
が
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
範
囲
で
い
つ

で
も
訴
因
を
変
更
で
き
る
が
ゆ
え
に
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
に

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

生
ず
る
と
す
る
立
場
、
さ
ら
に
は
、
公
訴
不
可
分
の
原
則
を
認
め
、
公
訴
の
効

　
　
　
判
例
研
　
究

力
は
事
件
全
体
に
及
ぶ
が
、
審
判
の
対
象
は
訴
因
で
あ
り
、
一
事
不
再
理
の
効

力
は
実
体
的
確
定
力
か
ら
切
り
離
さ
激
て
憲
法
上
の
要
求
に
ま
で
高
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
力
が
公
訴
事
実
の
単
一
か
つ
同
一
の
関
係
に
あ
る
事
実

の
全
体
に
ま
で
及
ぶ
と
す
る
の
は
、
一
個
の
刑
罰
権
に
服
す
る
事
項
は
一
回
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

手
続
で
解
決
す
べ
き
だ
と
の
要
請
に
よ
る
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う

ち
前
二
者
に
つ
い
て
は
、
実
体
法
上
、
科
刑
上
一
罪
と
さ
れ
る
も
の
で
も
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

訴
追
義
務
の
な
い
場
合
が
あ
る
し
、
逆
に
併
合
罪
と
さ
れ
る
も
の
で
も
分
離
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

追
は
不
当
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
同
時
訴
追
義
務
が
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
賛
成
で
き
な
い
し
、
第
三
の
立
場
で
は
、
一
個
の
刑
罰
権
に
服
す
る
事

項
と
憲
法
三
九
条
の
同
一
の
犯
罪
と
は
符
合
し
な
い
し
、
両
者
の
関
係
が
必
ず

　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
諸
説
で
は
、
一
事
不
再
理
の
効

力
を
す
ぺ
て
政
策
に
帰
す
こ
と
に
つ
ら
な
り
、
そ
の
時
代
の
そ
の
社
会
が
公
益

の
維
持
を
必
要
と
す
る
の
か
個
人
の
保
護
を
重
視
す
る
の
か
に
よ
つ
て
、
広
狭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

い
ず
れ
に
も
解
さ
れ
る
よ
う
な
危
険
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
が
あ
て

は
ま
る
。

　
こ
う
し
た
見
解
か
ら
は
、
余
罪
に
つ
い
て
、
訴
因
と
さ
れ
て
い
な
い
公
訴
事

実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
内
に
あ
る
余
罪
に
は
一
事
不
再
理
の
効
力
は
及

ぶ
が
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
を
こ
え
た
余
罪
に
つ
い
て
は
一

事
不
再
理
の
効
力
は
及
ぽ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
囲
は
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一

性
の
範
囲
に
限
ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
は
、
審
判
の
対
象
は
公
訴
事
実
で
あ

り
、
一
事
不
再
理
の
効
力
は
、
内
容
的
確
定
力
の
対
外
的
効
力
と
し
て
被
告
人
の

保
護
と
国
家
刑
罰
権
の
実
現
の
調
和
を
図
る
も
の
と
把
え
、
証
拠
同
一
・
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
一
〇
六
一
）
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同
一
の
テ
ス
ト
及
び
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
法
理
か
ら
、
訴
因
に
な
い
事
実
に
っ
い

て
も
実
際
に
裁
判
済
み
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
公
訴
事
実
の
単
一
性
．

同
一
性
を
超
え
て
こ
の
範
囲
を
拡
張
し
、
逆
に
法
律
上
・
事
実
上
全
く
同
時
審

判
が
不
可
能
で
あ
り
、
殊
に
そ
の
点
に
つ
い
て
被
告
人
に
責
任
の
あ
る
と
き
は

公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
内
で
あ
つ
て
も
一
事
不
再
理
の
効
力
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

及
ば
な
い
部
分
が
で
き
る
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
な
併

合
罪
で
あ
る
余
罪
が
証
拠
調
さ
れ
、
そ
れ
が
有
罪
と
し
て
処
罰
す
る
趣
旨
で
量

刑
に
斜
酌
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
部
分
に
も
一
事
不
再
理
の
効
力
な
い
し

こ
れ
に
準
ず
る
効
力
が
及
び
、
検
察
官
は
そ
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
再
度
公
訴

を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
供
述
調
書
の
証

拠
能
力
が
広
く
認
め
ら
れ
、
行
為
責
任
に
徹
し
き
れ
な
い
わ
が
国
の
実
情
に
そ

つ
た
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
主
義
構
造
を
と
り
、
迅
速
な
裁
判
の
要
請
か
ら
検

察
官
に
訴
因
の
選
択
を
許
す
一
方
、
実
体
的
真
実
発
見
の
目
的
を
み
た
す
た
め

に
も
余
罪
を
追
求
し
、
そ
れ
を
量
刑
に
掛
酌
し
て
い
く
こ
と
で
量
刑
の
適
正
を

図
り
、
そ
の
効
果
と
し
て
被
告
人
の
利
益
と
し
て
一
事
不
再
理
の
効
力
を
余
罪

に
認
め
る
も
の
で
妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
件
判
決
で
は
、
何
故
余
罪
に
一
事
不
再
理
の
効
力
を
認
め
る

の
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
く
、
た
だ
二
事
不
再
理
の
効
力
は
同
時
審
判
の

可
能
性
の
故
に
訴
因
を
超
え
て
公
訴
事
実
全
体
に
及
ぶ
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
二
重
の
危
険
説
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
と

す
れ
ば
、
余
罪
に
つ
い
て
一
事
不
再
理
の
効
力
は
及
ば
な
い
と
解
す
る
の
が
そ

の
帰
結
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
余
罪
に
つ
い
て
一
事
不
再
理
の
効
力
が

及
ぶ
と
す
る
本
判
決
は
結
論
的
に
は
妥
当
と
し
て
も
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は

八
四
　
　
（
一
〇
六
二
）

疑
問
が
残
る
。

　
四
、
余
罪
と
科
刑
上
一
罪
の
関
係
に
あ
る
別
の
余
罪
に
も
そ
の
一
事
不
再
理

の
効
力
は
及
ん
で
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
も
、
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
囲
の
問
題
で
あ
り
、
公
訴

事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
に
つ
い
て
一
事
不
再
理
の
効
力
が
及
ぶ
と
す

る
見
解
に
よ
れ
ば
、
余
罪
と
科
刑
上
一
罪
の
関
係
に
あ
る
別
の
余
罪
に
つ
い
て

は
一
事
不
再
理
の
効
力
は
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、

一
事
不
再
理
の
効
力
は
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
に
限
ら
れ
な
い

と
す
る
見
解
に
従
え
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
一
般
的
に
論

じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
、
法
律
上
、
事
実

上
同
時
審
判
が
可
能
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
被
告
人
に
責
め
ら
れ
る

べ
き
事
由
は
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
判

決
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
廃
油
の
不
法
投
棄
の
罪
と
観
念
的
競
合
の
関

係
に
あ
る
器
物
損
壊
罪
に
つ
い
て
は
既
に
告
訴
も
あ
り
甲
事
件
で
の
審
理
に
際

し
て
判
明
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
検
察
官
が
そ
の
点
を
起
訴
し
て
い
な
く
て

も
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
証
拠
調
は
可
能
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
法
律
上
・
事
実

上
同
時
審
判
が
不
可
能
で
あ
つ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
こ
の
点
で

被
告
人
に
は
何
ら
責
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
従
つ
て
、
本
件
で
は
廃
油

の
不
法
投
棄
と
観
念
的
競
合
の
関
係
に
あ
る
器
物
損
壊
罪
に
つ
い
て
も
一
事
不

再
理
の
効
力
は
及
ん
で
い
る
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
判
決
は
、
一
事

不
再
理
の
効
力
が
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
に
及
ぶ
と
し
て
、

「
そ
の
事
実
（
廃
油
の
不
法
投
棄
；
筆
者
注
i
）
と
科
刑
上
一
罪
の
関
係
に
あ
る
事

実
で
も
凡
そ
同
時
審
判
の
可
能
性
は
あ
り
え
な
い
以
上
こ
れ
に
ま
で
一
事
不
再



理
の
効
力
が
及
ぶ
と
解
す
べ
き
根
拠
は
な
く
そ
の
可
罰
的
評
価
ま
で
も
不
問
に

付
さ
れ
て
然
る
べ
き
理
は
さ
ら
に
無
い
筈
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か

し
、
一
事
不
再
理
の
効
力
の
及
び
う
る
理
由
を
「
同
時
審
判
の
可
能
性
」
に
求
め

る
な
ら
、
そ
れ
は
法
的
義
務
と
し
て
公
訴
事
実
の
単
一
性
・
同
一
性
の
範
囲
に

及
ぶ
も
の
で
、
科
刑
上
一
罪
の
場
合
に
そ
れ
を
消
極
に
解
す
る
理
由
が
明
瞭
で

な
い
。
と
く
に
、
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
余
罪
（
本
件
で
は
、
廃
油
の
不
法
投
棄
）

に
つ
い
て
は
積
極
に
解
し
た
の
と
理
論
的
に
整
合
し
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま

い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
廃
油
の

不
法
投
棄
に
つ
い
て
一
事
不
再
理
の
効
力
を
認
め
る
な
ら
ば
、
器
物
損
壊
罪
に

つ
い
て
も
一
事
不
再
理
の
効
力
は
及
ん
で
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
つ

て
、
そ
の
点
で
も
本
件
判
決
に
は
疑
問
が
あ
る
。

　
五
、
以
上
、
本
件
判
決
は
、
併
合
罪
た
る
余
罪
に
つ
い
て
一
事
不
再
理
の
効

力
を
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
結
論
的
に
賛
成
で
き
る
が
、
そ
れ
と
科
刑
上
一

罪
の
関
係
に
あ
る
別
の
余
罪
に
つ
い
て
一
事
不
再
理
の
効
力
を
否
定
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
り
、
本
件
は
全
部
に
つ
い
て
免
訴
す
べ
ぎ
で
あ
つ
た
と

考
え
る
。

　
（
1
）
札
幌
高
判
昭
和
二
六
年
一
月
一
一
日
・
特
報
一
八
号
一
頁
、
東
京
高
判
昭
和
二

　
　
六
年
八
月
一
〇
日
・
特
報
二
一
号
一
六
九
頁
、
最
判
昭
和
二
八
年
五
月
一
二
日
・
刊

　
　
集
七
巻
五
号
九
八
一
頁
、
札
幌
高
判
昭
和
二
九
年
四
月
一
五
日
・
特
報
三
二
号
六
八

　
　
頁
、
高
松
高
判
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
一
日
・
裁
特
二
巻
二
一
号
二
〇
三
頁
、
東

　
　
京
高
判
昭
和
三
三
年
二
月
四
日
・
裁
特
五
巻
一
号
三
〇
頁
。
余
罪
と
量
刑
に
関
す
る

　
　
文
献
は
多
数
あ
る
が
、
　
三
井
誠
「
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
犯
罪
事
実
を
量
刑
の
資
料
と

　
　
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
警
察
研
究
四
七
巻
五
号
六
八
頁
、
同
四
七
巻
六

　
　
号
七
〇
頁
参
照
。
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（
2
）
　
一
被
告
人
の
複
数
の
犯
罪
事
実
の
う
ち
、
い
く
っ
か
に
訴
因
を
絞
り
、
他
は
量

　
刑
の
資
料
と
す
る
と
い
う
方
法
を
と
れ
ば
、
迅
速
な
審
理
の
実
現
を
一
方
で
支
え
る

　
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
妥
当
性
及
び
要
件
が
何
か
と
い
う
こ
と
は
将
来
の

　
研
究
課
題
で
あ
る
。

（
3
）
団
藤
重
光
・
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
（
七
訂
版
）
二
七
九
頁
、
青
柳
文
雄
・
刑
事

　
訴
訟
法
通
論
（
五
訂
版
）
上
、
四
五
四
頁
、
最
大
判
昭
和
四
一
年
七
月
一
三
目
・
刑

　
集
二
〇
巻
六
号
六
〇
九
頁
、
同
昭
和
四
二
年
七
月
五
日
・
刑
集
一
二
巻
六
号
七
四
八

　
頁
。

（
4
）
　
団
藤
・
刑
法
綱
要
（
増
補
版
）
四
一
二
頁
。

（
5
）
　
小
野
清
一
郎
・
新
刑
事
訴
訟
法
概
論
工
ハ
六
頁
、
団
藤
・
前
掲
刑
訴
二
三
一

　
頁
、
青
柳
・
前
掲
書
白
ゆ
二
四
四
頁
。

（
6
）
前
掲
最
大
判
昭
和
四
一
年
判
決
参
照
。
こ
の
点
、
証
拠
裁
判
主
義
や
補
強
証
拠

　
の
要
請
に
つ
い
て
は
、
厳
格
な
証
明
を
義
務
づ
け
、
余
罪
の
自
白
に
つ
い
て
補
強
証

　
拠
を
要
求
す
る
な
ど
の
手
立
を
と
る
こ
と
に
よ
り
一
応
不
当
な
事
態
を
さ
け
る
こ
と

　
は
で
き
る
と
し
て
、
判
決
の
掲
示
理
由
中
重
要
な
点
は
、
憲
法
三
一
条
違
反
が
そ
の

　
本
旨
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
は
、
三
井
・
前
掲
判
批
六
六
頁
。
青
柳
「
起
訴
さ
れ
て

　
い
な
い
犯
罪
事
実
を
量
刑
の
資
料
に
考
慮
す
る
こ
と
の
可
否
」
判
時
四
六
二
号
一
一

　
三
頁
参
照
。

（
7
）
　
平
野
・
刑
事
訴
訟
法
一
八
一
頁
、
三
井
・
前
掲
論
文
六
七
頁
ほ
か
。

（
8
）
　
小
松
正
富
「
余
罪
と
量
刑
」
証
拠
法
大
系
－
一
七
九
頁
。

（
9
）
鈴
木
義
男
「
余
罪
と
量
刑
」
高
田
・
田
宮
編
演
習
刑
事
訴
訟
法
二
五
三
頁
。

（
10
）
　
団
藤
・
前
掲
刑
訴
一
四
六
頁
、
平
野
・
前
掲
書
二
八
二
頁
、
田
宮
裕
「
刑
事
既

　
判
力
」
刑
事
訴
訟
法
入
門
二
四
四
頁
、
高
田
卓
爾
・
刑
事
訴
訟
法
二
七
八
頁
な
ど
。

（
11
）
青
柳
・
前
掲
書
四
七
五
頁
、
斉
藤
朔
郎
・
事
実
認
定
論
一
二
六
頁
、
沢
登
佳
人

　
「
刑
事
法
体
系
の
新
構
成
要
綱
等
」
法
政
理
論
八
巻
一
号
一
一
四
頁
。

（
E
）
　
団
藤
・
前
掲
刑
訴
三
二
一
頁
。

（
13
）
平
野
・
前
掲
書
二
八
○
頁
、
井
上
正
治
「
確
定
判
決
の
効
力
」
刑
事
法
講
座
六

八
五
　
　
（
一
〇
六
三
）
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巻
一
二
四
〇
頁
以
下
、

（（（（（（19　18　17　16　15　14

））））））の
可
能
性
を
欠
く
。

察
」

　
　
　
　
　
　
　
田
宮
・
前
掲
書
二
三
三
頁
。

団
藤
・
前
掲
刑
訴
一
四
八
頁
以
下
。

団
藤
・
前
掲
刑
訴
二
八
○
頁
。

平
野
・
前
掲
書
二
八
二
頁
以
下
、
井
上
・
前
掲
論
文
一
二
四
〇
頁
以
下
。

田
宮
・
前
掲
論
文
・
二
三
二
頁
以
下
。

高
田
・
前
掲
書
二
七
九
頁
。

例
え
ば
、
住
居
侵
入
・
強
姦
罪
で
告
訴
が
な
か
つ
た
よ
う
な
場
合
、
同
時
訴
追

　
　
　
　
　
　
筑
間
正
泰
二
事
不
再
理
効
の
客
観
的
範
囲
に
つ
い
て
の
一
考

法
研
四
九
巻
一
号
一
八
八
頁
。
青
柳
・
前
掲
書
㊦
四
八
一
頁
。

八
六
　
　
（
一
〇
六
四
）

（
2
0
）
　
例
え
ぽ
、
最
大
判
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
・
刑
集
二
八
巻
四
号
一
一
四
頁
で

　
は
、
酒
酔
い
運
転
の
所
為
と
運
転
中
止
義
務
違
反
を
内
容
と
す
る
業
務
上
過
失
致
死

　
の
所
為
を
併
合
罪
と
し
た
が
、
検
察
官
に
は
同
時
訴
追
は
可
能
で
あ
り
同
時
訴
追
義

　
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
筑
間
・
前
掲
論
文
一
九
〇
頁
。
青
柳
・
前
掲
書

　
㊦
四
九
五
頁
。

（
2
1
）
筑
間
・
前
掲
論
文
一
九
二
頁
。

（
羽
）
青
柳
・
前
掲
書
四
七
五
頁
。
同
「
刑
事
裁
判
の
確
定
力
』
刑
事
裁
判
と
国
民
性

　
（
理
論
篇
）
ニ
ニ
一
頁
。

（
％
）
　
青
柳
・
前
掲
書
㊦
四
七
五
・
四
九
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
安
富
　
潔


